
令 和 ８ 年 ２ 月

市議会定例会提出議案説明書

総 務 部 総 務 課



提 出 議 案 件 数

１ 議 案 ７０件

⑴ 条 例 ２４件

（制定４件、廃止１件、改正１９件）

⑵ 予 算 ３１件

（補正１０件、当初２１件）

⑶ そ の 他 ８件

① 工事請負契約の変更について ２件

② 事業委託契約について １件

③ 事業委託契約の変更について １件

④ 財産取得について １件

⑤ 市道路線の認定及び変更について １件

⑥ 市道路線の廃止について １件

⑦ 包括外部監査契約の締結に関する件について １件

⑷ 人 事 ７件（追加提案予定）

① 常磐湯本財産区管理委員選任の同意を求めることにつ

いて ４件

② 川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて ２件

③ 澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについて １件

２ 報 告 ２件

① 専決処分の報告について

② 債権放棄の報告について



ＮＯ．１

議 案 番 号 第１号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 いわき市職員倫理条例の制定について

主

な

内

容

国家公務員倫理法第 43条の規定に基づき、いわき市職員の職務に係る倫

理の保持のために必要な措置を講ずるため、本条例を制定するもの。＠＠

（ 主 な 制 定 内 容 ）

１ 贈与等の報告（第６条関係）

全職員を対象に、事業者等から贈与等を受けた場合又は人的役務に対

す る 報 酬 の 支 払 を 受 け た 場 合 で 、 そ の 利 益 又 は 報 酬 額 が １ 件 に つ き

5,000円 を 超 え る と き は 、 四 半 期 ご と に 任 命 権 者 に 報 告 し な け れ ば な ら

ない。＠＠

２ 倫理監督者（第８条関係）

職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する者を

置く。

倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助

言を行うとともに 、任命権者の指示に従い、職員の職務に係る倫理の保

持のための体制の 整備を行うものとする。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

〇 倫理監督者

部等の長とする。



ＮＯ．２

議 案 番 号 第２号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 いわき市長の給与の特例に関する条例の制定について

主

な

内

容

職員の不祥事案により、行政への信頼を大きく失墜させたことに対する

責任と、再発防止に向けた強い決意と姿勢を示し、市民の信頼回復を図る

必要があることから、市政の最高責任者である市長の給料を減額するため、

本条例を制定するもの。

（ 制 定 内 容 ）

○ 給料月額の特例

「いわき市長等の給与に関する条例」の規定にかかわらず、市長の令

和８年４月の給料 月額を次のとおり とする。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

本条例制定前の給料月額 令和８年４月の給料月額

1,089,000円 980,100円

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ 給料月額から減じる額

・ 給料月額の10分の１に相当する額（108,900円）



ＮＯ．３

議 案 番 号 第３号 所属部課名 総合政策部 構造改革・ DX推進課

案 件 名 い わ き 市 ア ナ ロ グ 規 制 の 見 直 し に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

の 制 定 に つ い て ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

主

な

内

容

国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を踏まえ、ア

ナログ的な手法を前提とした規制について、デジタル技術を一層活用して

いく観点から所要の改正をするため、本条例を制定するもの。＠＠＠＠＠

（ 主 な 制 定 内 容 ）

１ 改正する内容

⑴ いわき市下水道条例の一部改正（第１条関係）

下水道指定工事店の営業所ごとの排水設備工事責任技術者の専属義

務 を 緩 和 し 、 兼 務 を 可 能 と す る 。 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

⑵ いわき市駐車場条例の一部改正（第４条関係）

災害・工事等による駐車場の供用休止の告知について、掲示及びイ

ンターネットの利 用等により公表する。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

２ 改正する条例

・ いわき市下水道条例

・ いわき市都市公園条例

・ いわき市民の消費生活を守る条例

・ いわき市駐車場条例

・ いわき市自転車等駐車場条例

・ いわき市工場等立地促進条例

・ いわき市市営住宅管理条例

・ いわき市屋外広告物条例

・ いわき市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

・ いわき市本社機能移転等事業者支援条例

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ アナログ規制

・ 目 視 規 制 現地において目視確認・調査等を求める規制

・ 実地監査規制 現地において実物等の検査を求める規制

・ 定期検査・点検規制 半年ごとなど一定の頻度で検査・報告を求める規制

・ 常駐・専任規制 現地に専属の者を常時駐在させることを求める規制

・ 対 面 規 制 申請や講習等を対面で行うことを求める規制

・ 書面掲示規制 公告等を書面掲示することや署名・押印を求める規制

・ 往訪閲覧・縦覧規制 縦覧等のため公的機関への訪問が必要とされる規制

・ 記録媒体規制 フロッピーディスクや書面等の媒体に限定する規制



ＮＯ．４

議 案 番 号 第４号 所属部課名 こどもみらい部 保育・幼稚園課

案 件 名 い わ き 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の制定について

主

な

内

容

令和６年６月 12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正

する法律」により子ども・子育て支援法の一部が改正され、特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準について市町村の条例で定めることとされ

たことから、当該基準を定めるため、本条例を制定するもの。＠＠＠＠＠

（ 主 な 制 定 内 容 ）

１ 利用定員（第４条関係）

特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員及び開所する

日数や時間等を考慮し１月当たりの利用定員を定めるものとする。

２ 面談（第５条関係）

特定乳児等通園支援事業者は、利用の申込みを受け、特定乳児等通園

支援を提供するときは、子ども及びその保護者の心身の状況並びに子ど

もの養育環境を把握するため、当該保護者と面談を行わなければならな

い。

３ 正当な理由のない提供拒否の禁止（第６条関係）

特定乳児等通園支援事業者は、利用の申込みを受けたときは、正当な

理由がなければ、これを拒んではならない。

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

保育所等に通って いないこどもを対象に、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要 件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度＠＠＠

・ 対象児童 ０歳６か月以上満３歳未満

・ 実施場所 保育所等

・ 利用時間 １か月あたり 10時間（上限）

・ 利 用 料 １時間あたり 300円程度（予定）

〇 特定乳児等通園支援事業者

上記制度の実施にあたり、公費支給対象となるため、条例で定める基

準に基づき市町村 長の確認を受けた 事業者＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．５

議 案 番 号 第５号 所属部課名 農林水産部 農業振興課

案 件 名 い わ き 市 高 齢 者 等 に 対 す る 肉 用 雌 牛 貸 付 基 金 条 例 及 び い わ き 市 高 齢

者 等 に 対 す る 肉 用 雌 牛 貸 付 条 例 の 廃 止 に つ い て ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

主

な

内

容

いわき市高齢者等 に対する肉用雌牛貸付事業について、利用者数の減少

により事業を終了するため、条例を廃止するもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

〇 いわき市高齢者等に対する肉用雌牛貸付事業

「いわき市高齢者等に対する肉用雌牛貸付基金」により、市が肉用雌

牛を購入して高齢 者等に貸し付け、 貸付期間満了時に当該牛の購入価格

相当額を納付した 場合等に借受人に譲渡するもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．６

議 案 番 号 第６号 所属部課名 総務部 総務課

案 件 名 いわき市情報公開条例の改正について

主

な

内

容

情報公 開 を 推 進し 、 市政の透明性を高める観点から、行政情報の開示請

求権者の 範 囲を 拡 大 する とともに、適正な開示請求を求めるため、所要の

改正を行 う もの 。 ＠ ＠＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 請求権者の改正（第５条関係）

現 行 改 正

次 に 掲 げ る も の は 、 実 施 機 関 に 対

し 、 行 政 情 報 （ 第 ５ 号 に 掲 げ る も の

に つ い て は 、 そ の も の の 有 す る 利 害

関 係 に 係 る 行 政 情 報 に 限 る 。 ） の 開

示 を 請 求 す る こ と が で き る 。 ＠ ＠ ＠

⑴ 市の区域内に住所を有する者

⑵ 市の区域内に事務所又は事業所

＠を有する個人又は法人その他の団

＠体

⑶ 市 の 区 域 内 に 存 す る 事 務 所 又 は

＠ 事 業 所 に 勤 務 す る 者 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

⑷ 市 の 区 域 内 に 存 す る 学 校 に 在 学

＠ す る 者 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

⑸ 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市

＠ の 機 関 の 事 務 又 は 事 業 に 利 害 関 係

＠を有するもの＠＠＠＠＠＠＠＠＠

何 人 も 、 こ の 条 例 の 定 め る

と こ ろ に よ り 、 実 施 機 関 に 対

し 、 当 該 実 施 機 関 の 保 有 す る

行 政 情 報 の 開 示 を 請 求 す る こ

と が で き る 。 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠

２ 適正な請求及び使用の改正（第４条関係）

行 政 情 報の 開 示 を請 求しようとするものは、条例の目的に即し、 適正

な請求 に 努 め るこ と とする規定を追加する。 ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘
要



ＮＯ．７

議 案 番 号 第７号 所属部課名 総務部 総務課

案 件 名 い わ き 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 改

正 に つ い て ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

主

な

内

容

令和７年３月 27日に公布された「いわき市ひとり親家庭等応援金支給条

例 」 に よ り い わ き 市 父 子 、 母 子 福 祉 手 当 支 給 条 例 が 廃 止 さ れ る こ と 等 か

ら、本条例で定める個人番号の利用範囲を変更するため、所要の改正を行

うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

法によらない事務（別表第１（第３条関係））の表７の項を削除する。

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．８

議 案 番 号 第８号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 いわき市職員の給与に関する条例の改正について

主

な

内

容

職 員 の 通 勤 手 当 に つ い て は 、 こ れ ま で 福 島 県 に 準 じ て 改 定 し て き て お

り、福島県が当該手当を改定することから、本市においても同様とするた

め、所要の改正を行うもの。

（ 改 正 内 容 ）

１ 改正する内容

⑴ 通勤手当の上限額の改正（第 12条関係）

現 行 改 正

70,6 00円 を 超 え な い 範 囲 内 で 市

長 が 規 則 で 定 め る 額 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

77,0 00円 を 超 え な い 範 囲 内 で 市

長 が 規 則 で 定 め る 額 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

⑵ 駐車場等に係る手当の新設（第 12条関係）

自動車等を使用し て通勤し、駐車場等の利用料金を負担することを

常 例 と す る 職 員 を 対 象に 、 １ 箇 月当 た り 5,000円 を 上 限 と する 手 当 を

新設する。＠＠＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

２ 改正する条例

・ いわき市職員の退職手当に関する条例

・ いわき市職員の分限に関する条例

・ いわき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

・ いわき市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ いわき市職員の給与の支給に関する規則

通勤距離区分ごとの通勤手当額は、条例改正後、当該規則の改正によ

り規定する。

・ 通勤手当月額の改正の例（最も該当者の多い通勤距離区分）

距離区分 現 行 改 正

６㎞以上８㎞未満 5,900円 6,100円



ＮＯ．９

議 案 番 号 第９号 所属部課名 総務部 人事課

案 件 名 いわき市職員等の旅費に関する条例の改正について

主

な

内

容

令 和 ６ 年 ５ 月 15日 に 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ

れ、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対

応するための見直し等が行われたことから、本市においても同様とする等

のため、本条例の全部を改正するもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 改正する内容

⑴ 旅費の計算等に係る規定の簡素化（第６条及び第８条-第 20条関係）

旅行に要する実費を弁償するためのものとして、旅費の種類及び内

容に係る規定を簡 素化する。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

⑵ 旅費の支給対象の見直し（第２条、第３条及び第７条関係）

出張や勤務の実態に応じて、自宅発の出張に係る旅費の支給を可能

とする。また、旅 行者に対する旅費の支給に代えて、旅行代理店等に

対する直接の支払 いを可能とする。 ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

２ 改正する条例

・ いわき市職員等の旅費に関する条例

・ いわき市特別 職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例

・ いわき市長等の給与及び旅費に関する条例

・ いわき市固定資産評価審査委員会条例

・ いわき市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

・ いわき市水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

・ いわき市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例

・ 外国の地方公 共団体の機関等に派遣されるいわき市職員の処遇等に

関する条例

・ いわき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．１０

議 案 番 号 第１０号 所属部課名 財政部 施設マネジメント課

案 件 名 いわき市行政財産使用料条例の改正について

主

な

内

容

行政財 産 使 用 料に つ いて、いわき市道路占用料条例に基づく市道の占用

料の改定 に 準じ て 、 同様 に改定する等のため、所要の改正を行うもの。 ＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 使用料の改正（別表（第２条関係）関係）

区 分 単 位 現 行 改 正

変圧塔そ の 他

これに類 す る

もの及び 公 衆

電話所を 設 置

するため に 使

用 す る 場 合 ＠

１個につき１年 850円 1,000円

水道管、 下 水

道管、ガ ス 管

その他こ れ ら

に類する 管 類

を布設す る た

めに使用 す る

場 合 ＠ ＠ ＠ ＠

長さ１ｍにつき１年

外径が0.07ｍ未満のもの 18円 22円

外径が0.07ⅿ以上0.1ｍ未満のもの 26円 31円

外径が0.1ⅿ以上0.15ｍ未満のもの 38円 46円

外径が0.15ⅿ以上0.2ｍ未満のもの 51円 61円

外径が0.2ⅿ以上0.3ｍ未満のもの 77円 92円

外径が0.3ⅿ以上0.4ｍ未満のもの 100円 120円

外径が0.4ⅿ以上0.7ｍ未満のもの 180円 220円

外径が0.7ⅿ以上１ｍ未満のもの 260円 310円

外径が１ⅿ以上のもの 510円 610円

掲示板、 広 告

塔等を設 置 す

るために 使 用

す る 場 合 ＠ ＠

表示面積１㎡につき１年 870円 900円

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．１１

議 案 番 号 第１１号 所属部課名 財政部 資産税課

案 件 名 いわき市税特別措置条例の改正について

主

な

内

容

国の同意を受けた 福島県いわき地域基本計画に定められた地域経済牽引

事業促進区域において、当該計画に定められた事業の用に供する施設等を

設置した者について、固定資産税の課税免除を行うため、所要の改正を行

うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

〇 地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者に対する課税免除の追加

（第２条及び第６ 条関係）＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

事業計画について福島県知事の承認を受けた事業者が、その事業の用

に供する施設等を 令和 10年３月 31日までに新増設した 際に、当該固定資

産税が課された年 度から３か年度分 の課税を免除する。＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ 地域経済牽引事業計画

福島県いわき地域基本計画に基づき事業者が作成する、事業の適合性

や実施期間、付加 価値の創出等を明示した事業計画で、福島県知事の承

認を受けたもの。 ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

○ 福島県いわき地域基本計画

地域経済牽引事業促進区域や経済的効果に関する目標等について、福

島県及びいわき市が作成し、経済産業大臣の同意を得たもの。＠



ＮＯ．１２

議 案 番 号 第１２号 所属部課名 市民協働部 地域振興課

案 件 名 いわき市集会所条例の改正について

主

な

内

容

地域集 会 施 設 の所 有 管理の一元化と費用負担の公平化を図るため、地区

の同意の も と、 市 立 集会 所については管理運営主体である自治会等への無

償譲渡又 は廃止 す る こと としており、自治会 等において譲渡を受けるとの

意向を確 認 した ４ 集 会所について自治会等に譲渡することから、公の施設

としての 用 途を 廃 止 する ため、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

○ 用途廃止する集会所の削除（別表（第２条関係）関係）

名 称 位 置

いわき市折戸集会所 いわき市江名字中作 17番地の１

いわき市根小屋集会所 いわき市植田町根小屋59番地の１

いわき市本町集会所 いわき市四倉町字西三丁目13番地の１

いわき市折松集会所 いわき市遠野町上根本字折松 85番地の１

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ 折戸集会所外３施設の概要

名 称 構造 延床面積 建設年度 管理運営主体

折戸集会所 木造平屋建 99.57㎡ 平成 26年度 折戸区

根小屋集会所 鉄骨造平屋建 96.47㎡ 昭和 57年度 根小屋町内会

本町集会所 木造平屋建 136.63㎡ 平成 26年度 本町集会所運営委員会

折松集会所 木造平屋建 53.82㎡ 平成 26年度 折松区



ＮＯ．１３

議 案 番 号 第１３号 所属部課名 市民協働部 国保年金課

案 件 名 いわき市国民健康保険税条例の改正について

主

な

内

容

令和６年６月 12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正

する法律」により、子ども・子育て支援法の一部が改正され、子育て世帯

を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして「子ども・子育て支援金

制度」が創設されることから、当該制度を支える支援金として「子ども・

子育て支援納付金課税額」を規定するため、所要の改正を行うもの。＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

１ 課税区分の追加（第２条関係）

国民健康保険税を構成する基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及

び 介 護 納 付 金 課 税 額 に 「 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 」 を 追 加 す

る。

２ 課税額の税率等の追加（第２条及び第５条関係）

世帯主及び国民健 康保険の被保険者 の所得割額及び被保険者均等割額

並びに世帯別平等 割額の合計額に、 18歳以上均等割額を加算した額とす

る。＠＠＠＠

区 分 税額・税率

所得割額
基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等

に 0 . 2 8％ を 乗 じ た 額 ＠ ＠ ＠

均等割額 被保険者１人につき 1,200円

18歳以上均等割額（加算） 100円

平等割額

下記以外の世帯 800円

特定世帯 400円

特定継続世帯 600円



ＮＯ．１３－２

主

な

内

容

３ 減額措置の追加（第17条関係）

⑴ 低所得世帯に対する軽減

区 分 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

均等割額 被保険者１人につき 840円 600円 240円

18歳以上均等割額（加算） 70円 50円 20円

平等割額

下記以外の世帯 560円 400円 160円

特定世帯 280円 200円 80円

特定継続世帯 420円 300円 120円

※ 表中の金額は、減じる額

⑵ 未就学児の被保険者に対する軽減

区 分 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 軽減なし

均等割額

被保険者１人につき
180円 300円 480円 600円

※ 表中の金額は、軽減後の額

⑶ 出産被保険者がいる場合の軽減

出産予定または出 産した被保険者の産前産後期間に属する月の所得

割額、均等割額及び 18歳以上均等割額を軽減する。

⑷ 18歳未満被保険者がいる場合の軽減

18歳未満被保険者 （ 18歳に達する日以後の最初の３月 31日以前まで

の者）に係る均等割額を軽減（ 10割）する。

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ 18歳以上均等割額

18歳未満の被保険者に係る均等割額の軽減（ 10割）を負担する仕組み

として、 18歳以上の被保険者１人につき、100円を加算するもの。

○ 特定世帯・特定継続世帯

国民健康保険加入 者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同

じ世帯の国民健康 保険加入者が１人となった世帯が「特定世帯」で、５

年間、平等割額が２分の１軽減される。

５年経過後は、３ 年間「特定継続世帯」として、平等割額が４分の１

軽減される。



ＮＯ．１４

議 案 番 号 第１４号 所属部課名 生活環境部 環境企画課

案 件 名 い わ き 市 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 施 設 の 適 正 な 導 入 及 び 管 理 に 関 す

る 条 例 の 改 正 に つ い て ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

主

な

内

容

令和７年６月 11日に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域

の利用の促進に関する法律の一部が改正され、本条例で引用している同法

の題名が改められることから、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 改 正 内 容 ）

条例（第８条関係 ）で引用している法の題名の改正に伴い、「海洋再生

可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改める。＠＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．１５

議 案 番 号 第１５号 所属部課名 生活環境部 経営企画課

案 件 名 いわき市農業集落排水処理施設条例の改正について

主

な

内

容

本市の 農 業 集 落排 水 事業について、近年の物価及び人件費の高騰を踏ま

え、安定 的 で持 続 可 能な 事業経営を図る観点から、農業集落排水処理施設

使用料を 引 き上 げ る ため 、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 改 正 内 容 ）

〇 基本料及び人員割料の改正（別表第２（第９条関係）関係）

区 分 単 位 現 行 改 正

基本料 １家庭又は１事務所等 2,170円 3,220円

人員割料 使用者１人 440円 640円

（施行日 令和８年６月１日）

摘

要



ＮＯ．１６

議 案 番 号 第１６号 所属部課名 保健福祉部 障がい福祉課

案 件 名 い わ き 市 地 域 生 活 支援事業 の利用 に 係る手数 料に関 す る条例の 改正

について

主

な

内

容

地域生 活 支 援 事業 に おける「日常生活用具給付等事業」のストーマ装具

の給付又 は 貸与 に 係 る手 数料について、利用者の負担軽減を図る観点から

基準額の 見 直し を 行 うた め、所要の改正を行うもの。 ＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

〇 日常生活用具給付事業（別表第１（第４条関係）関係）

日常生活用具 現 行 改 正

排せつ管理

支援用具

ストーマ装具（尿路系） 11,300 円 12,000 円

ストーマ装具（消化器系） 8,600 円 9,000 円

（施行日 令和８年 10月１日）

摘

要

○ 地域生活支援事業

市 町 村が 、 障 が い 者 等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できる よ う 、 地域 の 特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により実施

する事業

〇 ストーマ装具

腸 や 尿 管の 一 部 を体 の外に出して造設した人工肛門や人工膀胱から排

出される便や尿を一時的に体外で受けるための器具＠＠＠＠＠＠＠＠



ＮＯ．１７

議 案 番 号 第１７号 所属部課名 保健福祉部 保健所総務課

案 件 名 いわき市保健衛生関係手数料条例の改正について

主

な

内

容

令和７年５月 21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」により医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部が改正

され、本条例で引用している同法の条項に移動が生じることから、所要の

改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

別表（第２条関係）で引用する法律の条項を改める。

（施行日 令和８年５月１日）

摘

要



ＮＯ．１８

議 案 番 号 第１８号 所属部課名 教育委員会 学校支援課

案 件 名 いわき市立小学校及び中学校条例の改正について

主

な

内

容

いわき市立久之浜 第二小学校について、在校生が卒業する令和９年度末

に廃止する方針を決定したことに伴い、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠

＠

（ 改 正 内 容 ）

○ 廃止する小学校の削除（別表（第２条関係）関係）

名 称 位 置

いわき市立久之浜第二小学校 いわき市大久町大 久字矢ノ目沢２番

地の１＠＠＠＠＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

（施行日 令和 10年４月１日）

摘

要

○ 久之浜第二小学校の概要

・ 構 造 鉄筋コンクリート造

・ 延床面積 1,622㎡

・ 建築年度 昭和 40年度

・ 現児童数 ６年生：２名 ４年生：３名 計５名



ＮＯ．１９

議 案 番 号 第１９号 所属部課名 こどもみらい部 保育・幼稚園課

案 件 名 い わ き 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 の 改 正 に つ い て ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

主

な

内

容

令和７年 11月 14日に公布された「乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令」により、乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準の一部が改正されることから、本市においても同

様とするため、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 乳児等通園支援事業所内部の規程の改正（第 17条関係）

乳児等通園支援事業者が定めておかなければならない乳児等通園支援

事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 の う ち 、 利 用 定 員 に つ い

て、乳児及び幼児 の区分ごとに定めるとした規定を削除する。＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

○ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

保育所等に通って いないこどもを対象に、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要 件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度。＠＠

・ 対象児童 ０歳６か月以上満３歳未満

・ 実施場所 保育所等

・ 利用時間 １か月あたり 10時間（上限）

・ 利 用 料 １時間あたり 300円程度（予定）



ＮＯ．２０

議 案 番 号 第２０号 所属部課名 保健福祉部 高齢福祉課

案 件 名 いわき市敬老祝金支給条例の改正について

主

な

内

容

敬老祝 金 に つ いて 、 高齢者の複雑多様化する行政課題にきめ細やかに対

応する と と もに 、 限 られ た財源の配分を見直すため、 所要の改正を行うも

の。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 改 正 内 容 ）

〇 祝金の額の改正（第３条関係）

対象者 現 行 改 正

88 歳の者 50,000 円（年額） 30,000 円（年額）

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

〇 敬老祝金

本 市 に 住所 を 有 する 高齢者に祝金を支給し、敬 老の意を表すると共 に

福祉の 増 進 を 図るも の。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

１ 米寿祝金

・ 支給人数 1,943人（令和６年度実績）

・ 支給総額 97,150,000円（令和６年度実績）

２ 百歳祝金

・ 金 額 年額200,000円

・ 支給人数 114人（令和６年度実績）

・ 支給総額 22,800,000円（令和６年度実績）



ＮＯ．２１

議 案 番 号 第２１号 所属部課名 農林水産部 卸売市場

案 件 名 いわき市中央卸売市場業務条例の改正について

主

な

内

容

令和７年６月 18日に公布された「食品等の流通の合理化及び取引の適正

化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律」により卸売市場法

の一部が改正され、業務規程において指定飲食料品等の品目、コスト指標

の公表について定めることが義務付けられることに伴い、所要の改正を行

うもの。

（ 主 な 改 正 内 容 ）

〇 食品等持続的供給法に係る公表の追加（第37条の２関係）

市長がインター ネットやその他適切な方法により、次の事項を公表す

る規定を追加する。

１ 取扱品目のう ち食品等持続的供給法第 42条第１項に規定する指定飲

食料品等

２ 指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第 42条第１項第１号に規

定する指標（コス ト指標）＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要

〇 食品等持続的供給法

食料の安定供給と食品産業の持続的発展を目指し、生産から消費まで

の各段階で合理的 な費用を考慮した価格形成と取引の適正化を推進する

法律（正式名称： 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者

による事業活動の 促進及び食品等の取引の適正化に関する法律）＠＠＠

〇 指定飲食料品等

農林水産大臣が指定する、飲食料品及びその原料又は材料として使用

されるものであっ て、取引においてコスト（光熱費、輸送費など）を認

識しにくいもの。

〇 コスト指標

生産から販売に至る各段階の持続的な供給に要するコストの積み上げ

により算出したもの。



ＮＯ．２２

議 案 番 号 第２２号 所属部課名 産業振興部 産業みらい課

案 件 名 いわき市工場等立地促進条例の改正について

主

な

内

容

製造業等における労働力不足や設備投資の動向等の社会経済情勢の変化

を踏まえ、工場等立地奨励金の制度を見直すため、所要の改正を行うも

の。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

１ 工場等立地奨励金の区分の名称の改正（第３条関係）

本市産業を牽引す る事業活動を支援するため、投下固定資産総額が一

定額以上の工場等 の新増設を対象に、大規模投資奨励金を新設する。＠

現 行 改 正

新設奨励金
新増設奨励金

増設奨励金

特定新設奨励金 特定新設奨励金

－ 大規模投資奨励金

２ 用地取得等の期間延長（別表（第３条関係）関係）

現 行 改 正

令和８年３月 31日まで 令和13年３月 31日まで

３ 新増設奨励金及び特定新設奨励金の雇用要件の改正（別表（第３条関

係）関係）

これまで操業開始から１年を経過するまで常時雇用が要件とされてい

たが、製造現場の労働力不足及び生産効率性の向上を踏まえ、操業開始

１年前を基準に操業開始日及び操業開始１年後時点において減員がなけ

れば交付対象となるよう雇用要件を引き下げる改正を行う。＠＠＠＠＠

＠

４ 交付要件及び交付額の改正（別表（第３条関係）関係）

⑴ 新増設奨励金

市内に工場等を新増設する交付要件を満たす事業者に、投下固定資

産に係る奨励金を交付するもの。また、増加従業員数に加え市内発注

率を勘案し交付率及び交付限度額を決定するよう改正を行う。＠＠



ＮＯ．２２－２

主

な

内

容

交 付 要 件 交 付 額

立 地
地 域

投 下 固 定 資 産 額
(土 地 代 は 除 く )

① 増 加
従 業 員 数

② 市 内
発 注 率

交 付 率
限 度 額

土 地
建 物
設 備

市 内
全 域

５ 千 万 円 以 上
（ 大 企 業 １ 億 円 以 上 ）

① 減 員 な し 、 か つ
② 50％ 未 満

－ ３ ％ １ 億 円

① １ ～ ９ 人 、 ま た は
② 50％ 以 上 80％ 未 満

－ ４ ％ ３ 億 円

① 10人 以 上 、 ま た は
② 80％ 以 上 、 ま た は
① 1～ 9人 か つ
② 50％ 以 上 80％ 未 満

－ ５ ％ ５ 億 円

⑵ 特定新設奨励金

特定の地区に工場等を新設する交付要件を満たす事業者に対し、投

下固定資産に係る 奨励金を交付するもの。また、増加 従業員数に加え

市 内 発 注 率 を 勘 案 し 交 付 率 及 び 交 付 限 度 額 を 決 定 す る よ う 改 正 を 行

う。

交 付 要 件 交 付 額

立 地
地 域

投 下 固 定 資 産 額
(土 地 代 は 除 く )

① 増 加
従 業 員 数

② 市 内
発 注 率

交 付 率
限 度 額

土 地
建 物
設 備

工 業
準 工 業 ５ 千 万 円 以 上

（ 大 企 業 １ 億 円 以 上 ）
新 増 設 奨 励 金 に 同 じ

５ ％
３ ％ １ 億 円

４ ％ ３ 億 円

四 倉
工 専

20％ ５ ％ ５ 億 円

⑶ 大規模投資奨励金

特 定 の 地 区 に 工 場 等 を 新 増 設 す る 、 交 付 要 件 を 満 た す 事 業 者 に 対

し、奨励金を交付 するもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

交 付 要 件 交 付 額

立 地 地 域
投 下 固 定 資 産 額
(土 地 代 は 除 く )

増 加 従 業 員 数
交 付 率

限 度 額
土 地

建 物
設 備

工 業
準 工 業
四 倉
工 専

50億 円 以 上 10人 以 上 －
５ 億 円
(定 額 )

※ 立地地域：工業＝工業地域、準工業＝準工業地域

四倉＝四倉中核工業団地、工専＝工業専用地域

（施行日 令和８年４月１日）

摘
要

〇 市内発注率

投下固定資産総額 に対する市内企業に発注する工場等の新設又は増設

に要する額の割合＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠



ＮＯ．２３

議 案 番 号 第２３号 所属部課名 都市建設部 公園緑地課

案 件 名 いわき市都市公園条例の改正について

主

な

内

容

都市公園の占用に係る使用料について、いわき市道路占用料条例に基づ
く市道の占用料の改定に準じて、同様に改定する等のため、所要の改正を
行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠

（ 改 正 内 容 ）

１ 使用料の改正（別表第３（第 10条関係）関係）

占用物件 単 位 現 行 改 正
第１種電柱 １ 本 に つ き １ 年 480 円 570 円
第２種電柱 730 円 880 円
第３種電柱 990 円 1,200 円
第１種電話柱 430 円 510 円
第２種電話柱 680 円 820 円
第３種電話柱 940 円 1,100 円
共架電線その他上空に設ける線類 長 さ １ ｍ に つ き

１年
４円 ５円

変圧塔 そ の 他 こ れ に 類 するもの及
び公衆電話所

１ 個 に つ き １ 年
850 円 1,000 円

郵便差出箱及び信書便差出箱 360 円 430 円
送電塔その他これに類するもの 占 用 面 積 １ ㎡ に

つ き １ 年 ＠ ＠ ＠
850 円 1,000 円

水道管、下
水道管、ガ
ス管その他
これらに類
するもの

長さ１ｍにつき１年
外径が 0.07ｍ未満のもの 18 円 22 円
外径が 0.07ｍ以上 0.1ｍ未満のもの 26 円 31 円
外径が 0.1ｍ以上 0.15ｍ未満のもの 38 円 46 円
外径が 0.15ｍ以上 0.2ｍ未満のもの 51 円 61 円
外径が 0.2ｍ以上 0.3ｍ未満のもの 77 円 92 円
外径が 0.3ｍ以上 0.4ｍ未満のもの 100 円 120 円
外径が 0.4ｍ以上 0.7ｍ未満のもの 180 円 220 円
外径が 0.7ｍ以上１ｍ未満のもの 260 円 310 円
外径が１ｍ以上のもの 510 円 610 円

２ 使用料の徴収の改正（第 14条関係）

（施行日 令和８年４月１日）

現 行 改 正

許可の際に徴収する 前納とする

摘

要



ＮＯ．２４

議 案 番 号 第２４号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 いわき市道路占用料条例の改正について

主

な

内

容

令和７年 12月 26日に道路法施行令の一部が改正され、国道における占用

料の額が改定されることから、国道の取扱いに準じて市道における占用料

を改定するため、所要の改正を行うもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 主 な 改 正 内 容 ）

○ 占用料の改正（別表（第２条関係）関係）

占用物件 単 位 現 行 改 正

第１種電柱 １ 本 に つ き １ 年

＠

480 円 570 円

第２種電柱 730 円 880 円

第３種電柱 990 円 1,200 円

第１種電話柱 430 円 510 円

第２種電話柱 680 円 820 円

第３種電話柱 940 円 1,100 円

その他の柱類 43 円 51 円

共架電 線そ の 他上 空に 設ける線類 長 さ １ ｍ に つ き

１年
４円 ５円

路上に設ける変圧器 １ 個 に つ き １ 年 420 円 500 円

地下に設ける変圧器 占 用 面 積 １ ㎡ に

つ き １ 年
260 円 310 円

変圧塔 その 他 これ に類 するもの及

び公衆 電話 所＠＠ ＠＠ ＠＠＠＠＠

１ 個 に つ き １ 年

＠
850 円 1,000 円

郵便差 出箱 及 び信 書便 差出箱＠＠ 360 円 430 円

広告塔 表 示 面 積 １ ㎡ に

つ き １ 年 ＠ ＠ ＠
870 円 900 円

その他のもの 占 用 面 積 １ ㎡ に

つ き １ 年 ＠ ＠ ＠
850 円 1,000 円

（施行日 令和８年４月１日）

摘

要



ＮＯ．２５

議 案 番 号 第２５号～第３４号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和７年度いわき市補正予算

主

な

内

容

・ 令和７年度いわき市一般会計補正予算（第８号）

・ 令和７年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

・ 令和７年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

・ 令和７年度いわき市介護保険特別会計補正予算（第４号）

・ 令和７年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

・ 令和７年度いわき市温泉給湯事業特別会計補正予算（第３号）

・ 令和７年度いわき市水道事業会計補正予算（第４号）

・ 令和７年度いわき市病院事業会計補正予算（第４号）

・ 令和７年度いわき市下水道事業会計補正予算（第４号）

・ 令和７年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）

摘

要

○ 主な内容は別紙



ＮＯ．２６

議 案 番 号 第３５号～第５５号 所属部課名 財政部 財政課

案 件 名 令和８年度いわき市予算

主

な

内

容

・ 令和８年度いわき市一般会計予算

・ 令和８年度いわき市国民健康保険事業特別会計予算

・ 令和８年度いわき市後期高齢者医療特別会計予算

・ 令和８年度いわき市介護保険特別会計予算

・ 令和８年度いわき市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

・ 令和８年度いわき市土地区画整理事業特別会計予算

・ 令和８年度いわき市卸売市場事業特別会計予算

・ 令和８年度いわき市競輪事業特別会計予算

・ 令和８年度いわき市温泉給湯事業特別会計予算

・ 令和８年度いわき市川部財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市常磐湯本財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市磐崎財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市澤渡財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市田人財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市川前財産区特別会計予算

・ 令和８年度いわき市水道事業会計予算

・ 令和８年度いわき市工業用水道事業会計予算

・ 令和８年度いわき市病院事業会計予算

・ 令和８年度いわき市下水道事業会計予算

・ 令和８年度いわき市地域汚水処理事業会計予算

・ 令和８年度いわき市農業集落排水事業会計予算

摘

要

○ 主な内容は別紙



ＮＯ．２７

議 案 番 号 第５６号 所属部課名 教育委員会 学校支援課

案 件 名 工事請負契約の変更について

主

な

内

容

「いわき市立内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事」

令和７年いわき市議会６月定例会議案第 17号（工事請負契約）及び令和

７年いわき市議会 10月定例会議案第 41号（工事請負契約の変更）で議決さ

れた本工事について、断熱性確保に係る追加工事が必要となることから、

契約金額及び工期を変更するもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（ 変 更 内 容 ）

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金744,898,000円 金 907,918,000円

工 期

議 会 の 議 決 を 経 た 日 の 翌 日

から

令和８年７月 31日まで

議 会 の 議 決 を 経 た 日 の 翌 日

から

令和９年２月 26日まで

摘

要

○ 契約の相手方

内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事

堀江・山木特定建設工事共同企業体

代表者 いわき市平字尼子町 60番地の１

堀江工業株式会社

代表取締役社長 長谷川 浩 一

構成員 いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４

山木工業株式会社

代表取締役 片 桐 剛 寿

○ 工事概要

躯体の老朽化対策や内外装の更新などの長寿命化改修工事を行うもの。

・ 構 造 鉄筋コンクリート造 ４階建て

・ 延床面積 5,203㎡



ＮＯ．２８

議 案 番 号 第５７号 所属部課名 教育委員会 学校支援課

案 件 名 工事請負契約の変更について

主

な

内

容

「いわき市立内郷第一中学校校舎長寿命化改修機械設備工事」

本工事について、空気調和設備に係る追加工事等が必要となることから、

契約金額及び工期を変更するもの。

（ 変 更 内 容 ）

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金133,276,000円 金 153,406,000円

工 期
令和７年４月 18日から

令和８年７月 31日まで

令和７年４月 18日から

令和９年２月 26日まで

摘

要

○ 契約の相手方

いわき市常磐白鳥町壱丁田２番地の１

三共設備株式会社

代表取締役 松 原 兼 一

○ 工事概要

機械設備の老朽化対策や更新などの長寿命化改修工事に伴うもの。

・ 構 造 鉄筋コンクリート造 ４階建て

・ 延床面積 5,203㎡



ＮＯ．２９

議 案 番 号 第５８号 所属部課名 都市建設部 公園緑地課

案 件 名 事業委託契約について

主

な

内

容

「ヨークいわきスタジアム照明ＬＥＤ化業務委託」

ヨークいわきスタジアム照明ＬＥＤ化に係る改修工事を委託するもの。

１ 契 約 の 方 法 随意契約

２ 契 約 金 額 金 289,300,000円

３ 期 間 議会の議決を経た日の翌日から

令和８年 10月 30日まで

４ 契 約 の 相 手 方 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地

株式会社 ジェイ・ケイ・リアルタイム

代表取締役 木 田 俊

摘

要

〇 委託概要

老朽化したヨークいわきスタジアムの照明設備を長寿命かつ省エネル

ギー性に優れたＬ ＥＤ照明設備に改修するため委託するもの。＠＠＠＠

・ ヨークいわきスタジアム照明ＬＥＤ化 １式

〇 委託年度 令和７年度～令和８年度



ＮＯ．３０

議 案 番 号 第５９号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 事業委託契約の変更について

主

な

内

容

「常磐線湯本構内湯本こ線橋（人）補修工事委託」

令和 ６年 い わき 市 議 会 ６月定例会議案第 15号（事業委託契約） 及び令和

７年いわ き 市 議 会 12月 定 例会議案第 18号（事業委託契約の変更） で議決さ

れた本 件に つ い て 、清 算 に伴い契約金額を変更するもの。 ＠＠＠＠＠＠＠

（ 変 更 内 容 ）

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金215,930,000円 金 215,159,329円

摘

要

○ 契約の相手方

茨城県水戸市三の丸１丁目４番 47号

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員水戸支社長 下 山 貴 史

〇 契約期間

議会の議決を経た日の翌日（令和６年６月21日）から

令和８年３月 31日まで

○ 委託概要

老朽 化 し た 歩 道 橋 常 磐線湯本構内湯本こ線橋（人）を補修するため、

鉄道事 業 者 で あ る 東 日 本旅客鉄道株 式会社に補修工事 を委託するもの。

・ 歩道橋補修工 延長 Ｌ＝ 58.1ｍ、幅員 Ｗ＝ 3.6ｍ



ＮＯ．３１

議 案 番 号 第６０号 所属部課名 生活環境部 資源循環推進課

案 件 名 財産取得について

主

な

内

容

「最終処分場整備事業用地」

最終処分場を建設するため、その整備用地を取得するもの。

１ 物 件 の 所 在 いわき市山田町上ノ沢 34番３ 外37筆

２ 種 別 土地（田、原野、山林）

３ 地 積 56,748.72平方メートル

４ 取 得 価 格 金 60,696,933円

５ 取 得 の 目 的 最終処分場整備事業用地

６ 取 得 の 方 法 随意契約

７ 契 約 の 相 手

外 14名

摘

要

○取得用地の内訳

地目 筆数 面積（㎡）

田 18 25,940.67

原野 ９ 4,638.22

山林 11 26,169.83

計 38 56,748.72

※ 事業用地の全体面積は218,861.52平方メートル



ＮＯ．３２

議 案 番 号 第６１号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 市道路線の認定及び変更について

主

な

内

容

開発行為及び小名 浜道路建設等に伴い、市道路線の認定及び変更の必要

があるため、道路法第８条第２項及び第 10条第３項の規定により、議会の

議決を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠

１ 新たに認定する路線

路 線 数 岸前13号線 外 10路線

延 長 1,957.9ｍ

２ 認定を変更する路線

路 線 数 上・石脇線 外３路線

一部延伸するもの １路線 150.0ｍ

一部廃止するもの ３路線 876.0ｍ

摘

要

726.0ｍの減



ＮＯ．３３

議 案 番 号 第６２号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 市道路線の廃止について

主

な

内

容

農地整備事業等に伴い、市道路線の廃止の必要があるため、道路法第 10

条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠

○ 認定を廃止する路線

路 線 数 寺前・大中島線 外６路線

延 長 3,728.7ｍ

摘

要



ＮＯ．３４

議 案 番 号 第６３号 所属部課名 総務部 人材育成支援課

案 件 名 包括外部監査契約の締結に関する件について

主

な

内

容

包 括 外 部 監 査 契 約 を 締 結す るた め 、地 方 自治 法第 252条の 36第 １ 項の 規

定により、議会の議決を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契 約 の 始 期 令和８年４月１日＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

３ 契 約 金 額 金 12,900,000円を上限とする額＠＠＠＠＠＠＠＠＠

４ 費 用 の 支 払 方 法 契約の定めるところによる＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

５ 契 約 の 相 手 方 住所 いわき市中央台飯野四丁目 20番地の６ ＠＠＠

氏名 鈴 木 俊 彦＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

資格 公認会計士＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

摘

要

○ 地方自治法（抜粋）

（包括外部監査契約の締結）

第 252条 の 36 次 に 掲 げ る 普 通地 方 公 共団 体 の 長は 、 政 令で 定 め ると こ

ろにより、毎会計 年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速

やかに、一の者と 締結しなければならない。この場合においては、あ

らかじめ監査委員 の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければな

らない。＠＠＠＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

１ 都道府県

２ 政令で定める市

※ 政令で定める市（指定都市及び中核市）



ＮＯ．３５

報 告 番 号 第１号 所属部課名 土木部 維持保全課

案 件 名 専決処分の報告について

主

な

内

容

地 方 自 治 法 第 180条 第 １項 の 規 定 に基 づ き、 議 会 か ら指 定 され て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠

令和８年１月３日 、いわき市小名浜字中坪 58番地先の市道船引場・下町

線において、道路管理瑕疵により発生した物損事故に係る損害賠償額の決

定。

事 故 の 種 類 相 手 方 損害賠償額 専決処分年月日

物 損 事 故

氏

金230,254円 令和８年２月６日

摘

要

○ 事故の状況等

令和８年１月３ 日午前 10時頃、被害車両が市道船引場・下町線沿いの

民地駐車場へ進入 する際、集水桝の縞鋼板蓋が跳ね上がり、車両下部の

ガソリンタンクを 損傷したもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．３６

報 告 番 号 第２号 所属部課名 産業振興部 産業みらい課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第４号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 工場等立地奨励金返還金

２ 放 棄 す る 金 額 金 16,460,000円

３ 放 棄 件 数 １件

４ 放 棄 年 月 日 令和７年 12月 12日

摘

要

○ 第17条第１項第４号（抜粋）

第 11条に規定する強制執行等の措置又は第 13条に規定する債権の申出

等の措置をとった にもかかわらず、なお完全に履行されない場合におい

て、債務者が無資 力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、

弁済することがで きる見込みがないと認められるとき。＠＠＠＠＠＠＠

○ 放棄する債権の概要

債務者が経営する 企業の業績不振等により徴収見込みがない工場等立

地奨励金返還金の 未収債権。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．３７

報 告 番 号 第２号 所属部課名 医療センター事務局 医事課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第８号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 市立病院診療料等

２ 放 棄 す る 金 額 金 51,652,074円

３ 放 棄 件 数 768件

４ 放 棄 年 月 日 令和７年 12月 22日

摘

要

○ 第17条第１項第８号（抜粋）

私債権又はこれに係る損害賠償金等について消滅時効に係る時効期間

が満了し、かつ、 徴収の見込みがないとき。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

○ 放棄する債権の概要

令和７年 11月 30日時点で時効期間が満了している徴収見込みがない市

立病院事業におけ る入院・外来収益、室料差額、診断書料及び診療材料

等の未収債権。



ＮＯ．３８

報 告 番 号 第２号 所属部課名 水道局 営業課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第８号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 水道料金

２ 放 棄 す る 金 額 金 5,783,843円

３ 放 棄 件 数 421件

４ 放 棄 年 月 日 令和７年 12月 23日

摘

要

○ 第17条第１項第８号（抜粋）

私債権又はこれに係る損害賠償金等について消滅時効に係る時効期間

が満了し、かつ、 徴収の見込みがないとき。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

○ 放棄する債権の概要

令和７年３月 31日時点で時効期間が満了している徴収見込みがない水

道料金の未収債権 。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．３９

報 告 番 号 第２号 所属部課名 総合政策部 創生推進課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第２号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 ＵＩＪターン支援事業移住支援金返還金

２ 放 棄 す る 金 額 金 600,000円

３ 放 棄 件 数 １件

４ 放 棄 年 月 日 令和７年 12月 23日

摘

要

○ 第17条第１項第２号（抜粋）

破産法、会社更生法その他法令の規定により債務者がその責任を免れ

たと認められると き。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

○ 放棄する債権の概要

破産法の規定によ り債務者がその責任を免れたと認められるＵＩＪタ

ーン支援事業移住 支援金返還金の未収債権。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．４０

報 告 番 号 第２号 所属部課名 こどもみらい部 こども家庭課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第２号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 母子父子寡婦福祉資金貸付金

２ 放 棄 す る 金 額 金 1,176,840円

３ 放 棄 件 数 ４件

４ 放 棄 年 月 日 令和７年 12月 24日

摘

要

○ 第17条第１項第２号（抜粋）

破産法、会社更生法その他法令の規定により債務者がその責任を免れ

たと認められると き。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

○ 放棄する債権の概要

破産法の規定によ り債務者がその責任を免れたと認められる母子父子

寡婦福祉資金貸付 金の未収債権。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．４１

報 告 番 号 第２号 所属部課名 教育委員会 学校支援課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第８号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 学校給食納付金

２ 放 棄 す る 金 額 金 105,897円

３ 放 棄 件 数 ２件

４ 放 棄 年 月 日 令和８年１月９日

摘

要

○ 第17条第１項第８号（抜粋）

私債権又はこれに係る損害賠償金等について消滅時効に係る時効期間

が満了し、かつ、 徴収の見込みがないとき。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

○ 放棄する債権の概要

令和７年３月 31日時点で時効期間が満了している徴収見込みがない学

校給食納付金の未 収債権。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠



ＮＯ．４２

報 告 番 号 第２号 所属部課名 土木部 住宅営繕課

案 件 名 債権放棄の報告について

主

な

内

容

いわき市債権管理条例第 17条第１項第８号の規定に基づき、債権を放棄

したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。＠＠＠＠＠＠＠

１ 債 権 の 名 称 公営住宅使用料等

２ 放 棄 す る 金 額 金 83,770円

３ 放 棄 件 数 ３件

４ 放 棄 年 月 日 令和８年１月 13日

摘

要

○ 第17条第１項第８号（抜粋）

私債権又はこれに係る損害賠償金等について消滅時効に係る時効期間

が満了し、かつ、 徴収の見込みがないとき。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠

○ 放棄する債権の概要

令和７年 11月 30日時点で時効期間が満了している徴収見込みがない公

営住宅使用料、そ の他の住宅使用料 及び公営住宅駐車場使用料の未収債

権。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠



ＮＯ．４３

議 案 番 号 第 号～第 号 所属部課名 財政部 施設マネジメント課

案 件 名 常磐湯本財産区管理委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主
な
内
容

常磐湯本財産区管理委員７人のうち、４人の任期が令和８年３月 31日で

満了となるため、新たに選任するに当たり、いわき市常磐湯本財産区管理

会条例第３条の規定により、議会の同意を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠＠

摘
要

・ 委員定数 ７人

・ 任 期 ４年

議 案 番 号 第 号～第 号 所属部課名 農林水産部 林業振興課

案 件 名 川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主
な
内
容

川部財産区管理委員７人のうち、２人の任期が令和８年３月 12日で満了

となるため、新たに選任するに当たり、いわき市川部財産区管理会条例第

３条の規定により、議会の同意を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

摘
要

・ 委員定数 ７人

・ 任 期 ４年

議 案 番 号 第 号 所属部課名 農林水産部 林業振興課

案 件 名 澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについて

（ 追 加 提 案 予 定 ）

主
な
内
容

澤渡財産区管理委員７人のうち、１人の任期が令和８年６月 22日で満了

となるため、新たに選任するに当たり、いわき市澤渡財産区管理会条例第

３条の規定により、議会の同意を求めるもの。＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

摘
要

・ 委員定数 ７人

・ 任 期 ４年




